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1,475,527 1,099,293

131,715 430,084

497,119 383,000

69,434 147,392

665,369 271

1,309 38,577

2,176 21,600

2,094 36,529

100,090 24,486

925 8,089

5,293 1,098

264

1,441,934 7,900

1,304,310 1,070,114

332,324 912,612

59 140,161

39,102 15,840

21,165 1,500

722 2,169,408

844,685

251 748,054

66,000 100,000

1,779 332,000

1,161 332,000

618 316,054

135,844 316,054

126,109 20,400

4,104 295,654

1,020 (58,908)

4,610 748,054

2,917,462 2,917,462

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

長 期 預 り 保 証 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

リ ー ス 債 務

割 賦 未 払 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

資 本 剰 余 金

資 本 金

未 払 消 費 税 等

長 期 借 入 金

純　　　資　　　産　　　の　　　部

ソ フ ト ウ エ ア

負 債 合 計

賞 与 引 当 金

固 定 負 債

工 具 、 器 具 及 び 備 品

機 械 及 び 装 置

構 築 物

負 債 ・ 純 資 産 合 計

繰 越 利 益 剰 余 金

( 当 期 純 利 益 )

利 益 剰 余 金

純 資 産 合 計

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

預 り 金

前 受 収 益

前 渡 金

買 掛 金

一年以内返済予定長期借入金

リ ー ス 資 産

土 地

長 期 割 賦 未 払 金

退 職 給 付 引 当 金

食 材

茨城県猿島郡五霞町元栗橋4668番地
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科　　　　目

負　　　債　　　の　　　部

金　　　額

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

流 動 資 産

資　　　産　　　の　　　部

金　　　額

流 動 負 債

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

株 主 資 本

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

長 期 前 払 費 用

貯 蔵 品

仕 掛 品

建 設 仮 勘 定

立 替 金

短 期 借 入 金

資 産 合 計

出 資 金

有 形 固 定 資 産

前 払 費 用

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

車 両 運 搬 具

建 物

固 定 資 産



重要な会計方針に係る事項の注記

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
　関係会社株式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法によっております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①商品・食材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②貯蔵品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②無形固定資産（リース資産を除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

③リース資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（4）引当金の計上基準
①賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（5）消費税等の会計処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税抜方式によっております。

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上し
ております。

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務見込額に基づき計上しております。

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方
法）によっております。

最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に
よっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額
法を採用しております。

定率法を採用しております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備
を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物付属設備
及び構築物については定額法を採用しております。
また、有形固定資産の取得価額が10万円以上20万円未満の資産
については、３年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、平成19年３月31日以前に取得した資産については、償却
可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する
方法によっております。

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。


